
申    請    者 各 振興局健康福祉部

計　　　画　（素　案）

事

県及び市町村との相談の開始  指 導 助 言

調　　　査

前 他法令の規制解除の相談

事前協議書の提出 経　　由 審　　　査

手 　※関係機関への手続きが想定される事項

　　◯医療法関係

　　　・法人の定款変更

　　　・開設許可事項変更等

　　◯医療保険関係

　　　・診療報酬関係

続 　　◯補助金関係

　　　・補助金申請（地域医療介護総合確保基金等）

　　　・財産処分（既存施設を補助金で整備した場合）

改　修　着　手 経　　　由 事前協議終了通知

改　修　完　了

本

開 設 許 可 申 請 経　　　由 審      査

・開設する１月前までに提出

・指定辞退届も併せて提出

市町村へ意見照会

手

現  地  確  認

続 開        設 経　　　由 開  設  許  可

※療養病床から介護医療院へ転換する場合（入所定員を転換前より増加させないものに限る。）

県    （長寿社会課）

介護老人保健施設・介護医療院の開設に至るまでの事務手続きの手順（参考）

※必要に応じて現地確

認を実施

※介護保険法
第107条第6項

転換


